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１ 作成の趣旨 

犯罪の被害を受けた人、その家族、遺族（以下「犯罪被害者等」という。）か

らの問い合わせや相談内容は、被害の内容や犯罪被害者等の置かれている状況に

よって様々です。問い合わせや相談内容が担当業務と異なる範囲に及んでも、適

切な支援機関や制度の紹介などを犯罪被害者等に対して速やかに行うことが必

要です。 

この手引は、各関係機関や自治体における担当職員の方々の参考にしていただ

けるよう、どの機関を起点としても、犯罪被害者等に対し必要な情報や支援等を

途切れることなく提供することができることを目的に、犯罪被害者等からの相談

を受ける際の心構えや、関係機関の連絡先等をまとめたものです。 

 

 

犯罪被害者等基本法（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２次犯罪被害者等基本計画（抜粋） 

 

 

 

山形県犯罪被害者等支援条例（抜粋） 

 

 

 

 

 

（基本理念） 

第３条 

すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保証 

される権利を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第５条 

 地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な

役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施

する責務を有する。 

（相談及び情報の提供等） 

第 11条 

 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことがで

きるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必

要な情報の提供及び助言を行い、犯罪被害者等の援助に精通している者を紹介する等必

要な施策を講ずるものとする。 

（県の責務） 

第４条 

 県は、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 県は、犯罪被害者等の支援の推進に当たり、国、市町村及び県民等と連携及び協力し 

て取り組むものとする。 



 2 

第３次山形県犯罪被害者等支援推進計画（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 施策の方向性と主な取り組み 

 １ 支援体制の整備・充実 

  (1)  推進体制の整備（条例１１条関係） 

   【施策の方向性】 

    犯罪被害者等が直面する様々な問題を円滑に解決するとともに、支援に

関する取組を効果的に進めるため、関係機関・団体と連携・協力し、途切

れのない支援につながる体制を整備していく必要があります。 


